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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部領域と下部領域とを持ち、その中にユーザの指が置かれる筐体と、
　パルスオキシメータを機能させるために、前記上部領域と前記下部領域とにそれぞれ装
着された光源からの光を監視するためのセンサおよび光源と、
　前記パルスオキシメータと共に前記下部領域に装着された指紋センサと、
を具え、
　前記上部領域と前記下部領域との間に置かれた前記指の指紋を検知するのを可能にする
のに十分なサイズを持つ窓が、前記下部領域に設けられており、
　前記パルスオキシメータおよび前記指紋センサは、同時に、個別に、または、異なるオ
ン／オフ周期で選択的に作動させることができ、
　前記ユーザの指紋が、前記筐体から遠隔地にあるメモリに事前格納されており、
　さらに、前記指紋センサと前記パルスオキシメータとからそれぞれの出力信号を受信す
るための、前記筐体から遠隔地にあり、この筐体に電気的に接続されているコントローラ
をも具え、
　前記コントローラは、
　前記指紋センサと前記パルスオキシメータとから受信したぞれぞれの出力信号を処理す
る少なくとも１つの信号処理器と、
　前記検知された指紋を前記ユーザの前記事前格納された指紋と比較し、この検知された
指紋が前記ユーザによるものであることを確認し、前記パルスオキシメータにより監視さ
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れた血液酸素飽和度を前記確認されたユーザと関連付ける場所であるリモート局に、前記
受信した信号をルーティングするトランシーバと、
を具えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記コントローラは、前記指紋センサ、および／または、前記パルスオキシメータを選
択的に作動させるためのスイッチ手段を含み、電気的な接続を介して前記上部および下部
の領域に接続されている、
ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、
　前記上部領域と前記下部領域とのうちの一方が、他方に対して垂直にバイアスされてい
るスプリングである、
ことを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置において、
　さらに、前記確認されたユーザの前記監視された血液酸素飽和度を表示するためのモニ
タであって、前記筐体から遠隔地にあるモニタ、
をも具えることを特徴とする装置。
【請求項５】
　指オキシメータと指紋検知器とを組み合わせた装置であって、
　第１の指グリップ領域と、
　前記第１の指グリップ領域に対向する位置に設けられた第２の指グリップ領域と、
　前記第１の指グリップ領域に装着されている光源と、
　前記第２の指グリップ領域に装着されている光検出器と、
　前記光検出器と共に前記第２の指グリップ領域に装着されている指紋センサと、
　前記第２の指領域に設けられた窓とを具え、
　前記光検出器と前記光源との組み合わせが、前記第１および第２の指グリップ領域によ
ってはさまれる指のユーザの血液の酸素飽和度を監視する指オキシメータを形成し、
　前記指紋センサが、前記第１および第２の指グリップ領域によってはさまれる指の指紋
を検知し、検知した指紋を使って前記血液酸素飽和度を監視されているユーザを識別する
ことができ、
　前記窓は、前記第１および第２の指グリップ領域の間に置かれた前記指の指紋を検知す
るのを可能にするのに十分なサイズを持ち、
　前記指オキシメータおよび前記指紋センサは、同時に、個別に、または、異なるオン／
オフ周期で選択的に作動させることができ、
　前記ユーザの指紋が、前記装置から遠隔地にあるメモリに事前格納されており、
　前記ユーザから検知した前記指紋が、前記指オキシメータによって監視された前記血液
酸素飽和度に関連付けられ、
　前記監視された前記血液酸素飽和度が、前記ユーザのものであることを確認するために
、前記ユーザの事前格納された指紋と比較され、
　さらに、前記指オキシメータと前記指紋センサとからのそれぞれの出力信号を受信する
ための、前記装置から遠隔地にあるコントローラへ接続する電気的接続部をも具え、
　前記コントローラは、前記指オキシメータと前記指紋センサとから受信したそれぞれの
出力信号を処理し、処理した信号をディスプレイに表示する少なくとも１つの信号処理器
を含む、
ことを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置において、
　前記電気的接続部は、指紋センサ、および／または、前記指オキシメータを選択的に作
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動させるためのスイッチ手段を含むコントローラへ接続する
ことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザの生理学的な属性を監視するための装置に関するものであり、より詳
細には、ユーザの動脈血液の酸素飽和度（レベル）が監視されるときに、ユーザを確認、
即ち識別する、指紋装置およびオキシメータ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　血液の酸素飽和はオキシメータ（酸素濃度計）によって監視、即ちモニタされる。これ
らのオキシメータの幾つかには、BCIの6200、6100のシリーズのバイタルサインモニタ、B
CIのCapnocheckプラス、Autocorrプラス、および、小型トールプラスモニタが含まれる。
さらに、例えばBCI3301のハンドヘルドパルスオキシメータと3301T Oxitempオキシメータ
などを含む多数のハンドヘルドパルスモニタがある。ハンドヘルドオキシメータが主とし
て患者をスポット、即ち一時的に検査するために使用するものであるのに対して、バイタ
ルサインモニタは、患者の無数の生理学的パラメータを計測するために使用することがで
きるものであり、これらのパラメータはナースステーションや医院、診療所などの医者の
いる場所などの遠隔地に送信することができ、従って、患者の生理的なパラメータはリモ
ートで監視され分析され得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　離れた別個のバイタルサインモニタに接続された多数の患者が存在する場合が多くある
という事実は、遠隔地で表示されるときに、特定の患者のモニタ、即ち監視されたパラメ
ータが間違って割り当てられ、他の患者と混同される恐れがあることを意味する。従って
、患者の出力が正しく識別、割り当てることができる、特にパルス酸素濃度をモニタして
いるときにこれを保証するようなシステムと装置が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　患者の確実な識別のために、本発明のシステムは、オキシメータと指紋センサとを一体
化した、即ちそのなかに組み込んだ指グリップ装置を具える。この指グリップ装置は、コ
ントローラに接続させることができ、このコントローラは、測定即ち監視された患者の血
液の酸素飽和レベルを表示させるためにグラフィックディスプレイと数値ディスプレイと
を設けることがことができる。コントローラは、オキシメータ回路、同様に指紋回路を含
むことができ、さらに、ECG、SpO2、脈拍、心拍、NIBP(非侵襲的血圧)、体温などを測定
するためのその他の生理的回路を具えることもできる。コントローラは、また、オキシメ
ータ回路に対応して指紋回路の起動、または作動を制御するためのスイッチおよびタイマ
を具えることもでき、従って、患者の指の指紋スキャンが、短期間で、即ち、オキシメー
タ回路が指グリップ装置のオキシメータを介して血液の酸素飽和度の測定を開始した後に
起動、即ち作動させることができる。或いは、オキシメータ回路および指紋回路の起動、
即ち作動を同時にすることもでき、検査／監視の周期の間にわたって保持させることもで
きる。さらに、指紋センサを個別に起動即ち作動させて、患者の指紋を取得することもで
き、この指紋はメモリ、或いは、コントローラや遠隔地の記憶装置、或いはこの両者に記
録しておくこともできる。
　測定されている患者の生理的なパラメータ、具体的には、患者の酸素飽和度および指紋
の遠隔監視をするために、オプション、即ち任意選択のディスプレイを、例えば、ナース
ステーションや診療所などの医者のいる場所などのようなコントローラから離れた場所に
設けることもできる。
【０００５】
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　コントローラは、さらに、それが、リモートコンピュータ（例えば、患者記録が記憶さ
れるような病院のメーンフレームコンピュータ）と接続されることを可能にする通信ポー
トを含む。コントローラによってまたは遠隔地即ちリモートのコンピュータと接続された
別個の指紋スキャナによって、患者の指紋をスキャン、即ち、走査して、リモートコンピ
ュータにある記憶装置に記憶させて、患者を識別し、患者と、患者の記録、医療記録また
はその他のもの、或いは、患者のその他の測定されている生理学的なデータとマッチング
させることができ、これらのデータはリモートコンピュータの記憶装置に格納させること
ができる。その結果、患者の何らかの生理学上のデータの測定しているか、監視している
リアルタイム測定の間、指グリップ装置が接続されているコントローラに格納されている
指紋データおよび遠隔地にあるメーンフレームコンピュータによって、測定中の生理学的
なデータは、即座に適切な患者にマッチングさせることができ、従って、その患者の生理
学上のデータを収集しながら、その患者の識別が患者の指紋によって確認されることとな
る。
【０００６】
　コントローラへの指グリップ装置の接続は従来のケーブルを経て行われる。しかしなが
ら、Bluetoothなど近距離無線通信プロトコルを使うことができることを想定しているた
め、指グリップ装置が、物理的にコントローラにつながれる必要はない。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、その中にオキシメータと指紋センサの両方を組み込んだ指グ
リップ装置を含む患者監視システムを提供することである。
【０００８】
　本発明のその他の目的は、患者のSpO2が測定されているときに、患者の検知、即ちスキ
ャンされた指紋を使って、患者を識別し、その結果、測定されている生理学的データと事
前に格納されている患者の何らかの記録とを関連付ける、或いは、患者とマッチング、即
ち照合させることができる。
【０００９】
　上述した本発明の目的や利点は、以下の説明で明らかとなり、また、添付の諸図面を考
慮に入れた本発明の実施例の説明を参照することによって本発明をよく理解できるであろ
う。
【００１０】
　図１に示すように、本発明システムは、コントローラ4と接続される指グリップ装置2を
含む。指グリップ装置は、BCI社によって売られている従来の指グリップ装置の1つの寸法
にすることができ、患者からの生理学上のデータが測定されるか、監視されることができ
るようにその中に指6の挿入を可能にするように構成させることができる。指グリップ装
置2は、ケーブル8によってコントローラ4と電気的に接続されるように図示してある。し
かしながら、ケーブル8は指グリップ装置2とコントローラ4の間で例えばBluetoothなどの
適切な通信プロトコルを使う無線接続によって置換することができることに注意されたい
。
【００１１】
　しかしながら、本発明の場合には、ケーブル8はプローブインタフェース10によってコ
ントローラ4に接続される。プローブインタフェース10は、データが指グリップ装置2とコ
ントローラ4の間でやり取りすることができる入出力ポートである。プローブインタフェ
ース10はメモリ12に接続しているが、そこは特に、患者の走査された指紋が識別目的のた
めに記憶させることができる場所である。また、メモリ12は、コントローラと接続するこ
とができる他のプローブまたはセンサによる患者から収集された他の生理学上のパラメー
タだけでなく指グリップ装置2のオキシメータ部から収集されたデータを記憶する。メモ
リ12は、プロセッサ（処理器）、例えば従来のマイクロプロセッサ14に接続している。
【００１２】
　プローブインタフェース10には、例えば、オキシメータ回路16と指紋回路18を含む、多
数の回路が接続される。オキシメータ回路16は、例えば前述したBCI 6200と6100のシリー
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ズバイタルサイン（生命徴候）モニタとBCI Capnocheckプラス、Autocorrプラス、および
小型Porrプラス装置など様々なBCI装置で提供した回路の１つにすることができる。オキ
シメータ回路16の具体的な参照物としては、同時係属中の米国特許出願通し番号No.09/94
0,418号（2001年8月29日出願）がありそこから収集することができ、その発明は本願と同
じ承継人に承継されている。オキシメータ回路を対象とした図を特に含む'418出願の開示
は、参照によって本明細書に合体させるものとする。指紋回路18は、米国特許第5,852,67
0号中で開示されたような従来の指紋スキャン回路とすることができる。'670特許の開示
事項も、参照によって本明細書に包含させるものとする。
【００１３】
　コントローラ4には、スイッチ20とタイマ22とが設けられている。スイッチ20とタイマ2
2の両方はユーザによって制御可能であるため、デバイス2に設けられた指紋センサとオキ
シメータは選択的に制御され得るものである。これについては後で詳細に述べる。コント
ローラは、患者の特定の測定がそれぞれ越えているか、受入れ可能な上限値、または下限
値の閾値を超えるか下回った時に、潜在的な問題を指し示すためのアラーム24をさらに含
むものである。
【００１４】
　患者からの測定されたデータは、グラフィックディスプレイ26によって、または数値デ
ィスプレイ28によって、グラフィックや数値、或いはその両方で表示させることができる
。ディスプレイはディスプレイドライバ30によって駆動され、このドライバはプロセッサ
（処理器）14に接続されている。ディスプレイドライバ30は、通常はコントローラ4の一
部ではないオプションのディスプレイ32を駆動することに適応可能である。このようなオ
プションのディスプレイ32は、コントローラ4が位置する患者の部屋から遠隔地にある中
央ナースステーションなどの位置に設けられたモニタとすることができる。
【００１５】
　コントローラ4は、さらに、例えば、患者の記録が配置され得るような病院のリモート
コンピュータなどのような遠隔装置と遠隔通信することを可能にする通信ポート34を持つ
。このようなリモートコンピュータは、メーンフレーム36として図示しており、電気的に
そこに接続された記憶装置40を持つプロセッサ38を含むものである。記憶装置40には、監
視されている患者を含む病院の多くの患者の様々な記録を記憶させることができる。リモ
ートコンピュータ36にある通信ポート42は、コンピュータ36とコントローラ4との間でデ
ータを交換するためにトランシーバ（送受信機）として機能する。
【００１６】
　また、メーンフレームコンピュータには、それがリモートの指紋スキャナ46と通信する
ことを可能にするインタフェース44を設けることができる。スキャナ46は、病院が識別目
的のためにその患者の指紋をそのスキャナのなかでスキャン、即ち走査することができる
手段を提供し、その結果、メモリ40に記憶されたそれぞれの記録は、指紋がメモリ記憶装
置40中で記憶される対応した患者とマッチ、即ち照合することができるようになる。通信
リンク48によって指定されるリモートコンピュータ36とコントローラ4の間の接続は、有
線（ワイヤ）接続、電話、無線、またはインターネット経由とすることができる。
【００１７】
　図２～図６は、指グリップ装置2を詳細に図示したものである。特に、装置2は、第１の
、即ち、上部指グリップ領域50と第２の、即ち、下部指グリップ領域52を持つように図示
されている。図２ｂと図３の中に最もよく示されるように、これらの図面に示した指グリ
ップ装置の実施例では指グリップ領域50と領域52とは、はヒンジのように可動になるよう
にスプリング（バネ）54で保持され、従って、指が矢印56の方向に沿って移動したときに
、領域50と52とを指に接触させ、これらの領域が、相互に対応して蝶番（ヒンジ）のよう
に移動し、入ってくる指に適合する。
【００１８】
　上部、下部指グリップ領域50と52は、指グリップ領域52に設けられたオキシメータ検出
器58と指紋センサ60に電力を供給して動かすワイヤ56によって接続される。図３に示すよ
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うに、カバー62と64とを、それぞれグリップ領域50と52に設ける。カバー62と64のハンド
ル66と68は、それぞれ、指グリップ領域へのユーザの指の挿入を容易にするためにユーザ
が相互に関連して指グリップ領域50と52とを開くことを可能にする。図４の上面図に示す
ように、カバー62と64は、指グリップ領域に例示するような取り付け補強材（挿入物）70
と72によって保持される。挿入された指の指の腹を指紋センサ60とオキシメータ検出器58
にさらすために、窓74を指グリップ領域52に設ける。ウィンドウ74は、ユーザの指紋が感
知されることができるように、指の腹の十分な部分が指紋センサにさらされると保証する
ことについて十分な寸法、即ちサイズを持つ。
【００１９】
　　光源76を、オキシメータの光検出器58によって検出されるべき光を生成するために指
グリップ領域50に設ける。従来の光源は、図７に例示するように少なくとも2つのLEDから
なる。患者のSpO2を取得するための本発明のオキシメータの操作は、前述したBCIオキシ
メータによって実行される操作と同様であり、前述した出願通し番号No.09/940,418号に
開示されている。
【００２０】
　オキシメータの光検出器58に加えて図８に最もよく示されるように、指グリップ装置2
の下部指グリップ領域52は指紋センサを持っている。このような指紋センサは、従来のも
のとすることができ、例えば、米国特許第4,429,413号で開示されており、そこで開示さ
れた事項は、参照によって本明細書に合体させるものとする。本質的には、指紋センサ60
は、そこに接触させた指の球、即ち指の腹の表面に存在している圧力／温度の変化に依存
する利得を持つ各トランジスタを含む検出セルからなるアレイを持っている。センサ60は
、指の腹の指紋をそのユーザの特定の指に固有の位相幾何学的パターン(topological pat
tern)に変換する。隣接して図示してあるが、光検出器58と指紋センサ60とは、指グリッ
プ装置2を足の指の腹に最適化するために互いに補完するように配置させることができる
。
【００２１】
　操作において、患者の指紋が以前に記憶されたかどうかに依存して、患者即ちユーザが
装置2に自分の指を挿入する時に、コントローラ4を担当している看護婦または医師は、選
択的にスイッチ20を起動、即ち動作させることができ、患者のSpO2が測定される前に、患
者の指紋は感知されるなどのように、タイマ22をセットすることができる。最初に患者の
指紋を走査することによって、患者の指紋は、患者を識別するためと患者を後で収集され
るデータとマッチ、即ち照合させるためにメーンフレームコンピュータ36にコントローラ
4によってルーティング（経路選択）させることができ、後で収集されるデータは、その
後、患者と関連付けられる、遠隔地の記憶装置40の適切なファイルに格納させることがで
きる。前述したように、患者の走査された指紋はまたコントローラ4のメモリ12に記憶さ
せることができる。
【００２２】
　一度患者が識別された後は、測定されている患者のSpO2は、コントローラ4で表示され
、または、患者の識別を特定のディスプレイと関連付けた状態でオプションのディスプレ
イ32でも表示されることもある。
【００２３】
　指紋センサは、タイマ22とスイッチ20の特定のセッティングに従って周期的に稼動させ
ることができ、患者の指紋の周期的な読み取りを行って監視、即ちモニタされている生理
学的なデータが同じ患者に対応し続けていることを保証する。また、患者のSpO2と指紋の
連続読み取りが発生するように、指紋センサは、オキシメータの操作によって継続的に、
または同時に起動、即ち作動させることもできる。前述したように、収集中されつつある
生理学上のデータを患者の識別子と関連付けることによって、収集されたデータは、すぐ
に、その患者のために前に収集されたデータと関連付けることができ、その結果、収集さ
れたデータは、以前の記憶データに追加することができるようになる。例えば、患者のSp
O2などの生理学上のデータが収集される毎に患者を識別することによって、患者の識別エ
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ラー発生の機会を減らすことができる。
【００２４】
　リモートコンピュータが、患者のための何らかの検査が行われる前に、メモリ40に記憶
された特定の記録が患者と関連することを必要としている場合に、患者の識別がリモート
コンピュータの中で事前に確立されるように、リモートコンピュータと接続されたリモー
トの指紋スキャナ46は、患者の指紋を感知するために使うことができる。従って、指グリ
ップ装置2およびメーンフレームコンピュータ36から離れた場所にいる患者に結合されて
いるその他のプローブによって患者のSpO2および他の生理学上のデータが収集されるとき
に、患者の識別を事前に確立することによって、コントローラ4により収集され処理され
るデータは、すぐにリモートコンピュータ36にルーティングすることができ、患者から離
れた遠隔地で記憶装置にある患者のついてのデータと分析のためにマッチングさせること
ができる。
【００２５】
　図９は、指グリップ領域50’そして60’が、上部指グリップ領域がケーシング80にカバ
ー82によって固定されて保持される状態でケーシング80に収容される指グリップ装置2の
別の実施態様の分解図である。下部指グリップ領域60’に相対する上部指グリップ領域50
’の動作は、複数のスプリング84によって支持されており、これらのスプリングは、下部
指グリップ領域60’が相対的に垂直な方向で上部指グリップ領域50’に向かって移動する
とき、下部指グリップ領域60’のためにサスペンションシステムとして機能する。このよ
うなサスペンションシステムの詳細な操作は、参照し、合体させた前述の出願通し番号No
.09/940,418号に記載されている。
【００２６】
　本発明は、詳細には多くの態様、変形例、修正例を対象とする。従って、本明細書で説
明され、添付の図面の中で示されたすべての問題は、説明のみを目的とし制限する意味の
ものではないと解釈されること意図するものである。従って、本発明は、付属の請求の範
囲とその本質によってだけ制限されることを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のシステムの概要図である。
【図２Ａ】指グリップ装置の上部領域の上面図である。
【図２Ｂ】指グリップ装置の上部領域の側面図である。
【図３】上部カバーと下部カバーとを上部領域と下部領域とから外した状態での本発明の
指グリップ装置の上部領域のその他の側面図である。
【図４】指グリップ装置に装着した上部指グリップ部が付いた指グリップ装置の上部領域
の上面図である。
【図５】オキシメータセンサと指紋センサとを共に示した、指グリップ装置の上部指グリ
ップ領域と下部指グリップ領域との平面図である。
【図６】そこを通じて患者の酸素飽和度と指紋とを取得することができる、上部指グリッ
プ領域と下部指グリップ領域とにそれぞれ設けられた窓を示す、本装置の指グリップ領域
の背面図である。
【図７】本発明の指グリップ装置のオキシメータのための光源の平面図である。
【図８】本発明の指紋センサとオキシメータ検出器とを組み込んだ検出部を示す図である
。
【図９】上部指グリップ領域と下部指グリップ領域とがフローティングサスペンションシ
ステムによって保持されている、指グリップ装置のその他の実施態様の斜視図である。
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